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「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う留意事項等について（通知）」

の一部改正について（通知） 

 

 

 「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等の施行に伴う留意事項等について（通知）」

（令和元年９月１３日付け府子本第４９７号・元文科初第７４５号・子発０９１３第４号内

閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省子ども家庭局

長連名通知）について、「令和３年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和３年 12 月

21 日付け閣議決定）を踏まえ、別紙新旧対照表のとおり改正し、令和４年４月１日から適

用することとしたので通知する。 

各都道府県におかれては、十分御了知の上、貴管内市区町村（指定都市及び中核市を除く。）

に周知するとともに、関係部局及び市区町村と連携の上、その運用に遺漏のないよう配慮願

いたい。 

               殿 
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○
内
閣
府
令
第
二
十
五
号

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五
十
八
条
の
四
第
二
項
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
三
号
）
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び

特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基

準
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準

の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
運
営
に
関
す
る

基
準
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
法
定
代
理
受
領
の
場
合
の
読
替
え
）

（
法
定
代
理
受
領
の
場
合
の
読
替
え
）

第
五
十
七
条

特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
が
法
第
三
十
条
の
十
一
第

第
五
十
七
条

特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
者
が
法
第
三
十
条
の
十
一
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か
ら
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
係
る
施
設

三
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か
ら
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
係
る
施
設

等
利
用
費
の
支
払
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

等
利
用
費
の
支
払
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
額
」
と
あ
る
の
は
「
額
か
ら
法
第
三
十
条

て
は
、
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
額
」
と
あ
る
の
は
「
額
か
ら
法
第
三
十
条

の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か
ら
支
払
を
受
け
た
施
設
等
利
用
費

の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か
ら
支
払
を
受
け
た
施
設
等
利
用
費

の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
利
用
料
の
額
」
と
あ
る

の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
利
用
料
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
利
用
料
の
額
か
ら
法
第
三
十
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

の
は
「
利
用
料
の
額
か
ら
法
第
三
十
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
支
払
を
受
け
た
施
設
等
利
用
費
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
、
前

村
か
ら
支
払
を
受
け
た
施
設
等
利
用
費
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
、
前

条
第
二
項
中
「
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の

条
第
二
項
中
「
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
条
の

十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か
ら
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
係

十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か
ら
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
係

る
施
設
等
利
用
費
の
支
払
を
受
け
る
」
と
、
「
当
該
支
払
を
し
た
」
と
あ
る

る
施
設
等
利
用
費
の
支
払
を
受
け
る
」
と
、
「
当
該
支
払
を
し
た
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
市
町
村
及
び
当
該
」
と
、
「
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

の
は
「
当
該
市
町
村
及
び
当
該
」
と
、
「
交
付
し
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し

と
あ
る
の
は
「
交
付
し
、
及
び
当
該
施
設
等
利
用
給
付
認
定
保
護
者
に
対
し

、
及
び
当
該
施
設
等
利
用
給
付
認
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
施
設
等
利
用
給

、
当
該
施
設
等
利
用
給
付
認
定
保
護
者
に
係
る
施
設
等
利
用
費
の
額
を
通
知

付
認
定
保
護
者
に
係
る
施
設
等
利
用
費
の
額
を
通
知
し
」
と
す
る
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
が
、

特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
で
あ
る
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
若
し

く
は
特
別
支
援
学
校
又
は
法
第
七
条
第
十
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
に
お
い

て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
及
び
当
該
施
設
等
利

用
給
付
認
定
保
護
者
に
対
し
、
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
提
供
証
明
書
を

交
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
」
と
す
る
。
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（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
令
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
及
び
日
数
）

（
令
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
及
び
日
数
）

第
五
十
九
条
の
二

［
略
］

第
五
十
九
条
の
二

［
同
上
］

２

令
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
数
は
、
次
の
各
号

２

令
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
日
数
は
、
前
項
に
掲

に
掲
げ
る
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

げ
る
事
由
が
あ
っ
た
月
に
お
い
て
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
提
供
す
る

に
定
め
る
日
数
と
す
る
。

施
設
又
は
事
業
所
を
開
所
す
る
日
数
と
す
る
。

一

認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
又
は
特
別
支
援
学
校

前
項
に
掲
げ
る
事
由

［
号
を
加
え
る
。
］

が
あ
っ
た
月
の
平
日
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
、
一
月
二
日

、
一
月
三
日
及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
以

外
の
日
を
い
う
。
）
の
日
数

二

法
第
七
条
第
十
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は
同
項
第
五
号
か
ら
第
八

［
号
を
加
え
る
。
］

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
（
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
業
に
あ
っ
て
は
、
当

該
事
業
か
ら
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
受
け
た
日
数
が
二
十
五
日
を

超
え
る
場
合
に
限
る
。
）

前
項
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
っ
た
月
の
日
数

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び
に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施

設
等
の
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
運
営
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
新
運
営
基
準
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
第
五
十
九
条
の
二
第
二

項
の
規
定
は
、
こ
の
府
令
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。
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